
省 令

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１条関係） 別表第１（第１条関係）
１ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 １ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準
～ （略） ～ （略）
 飼料一般の表示の基準  飼料一般の表示の基準
ア （略） ア （略）
イ 飼料（飼料添加物を含むものに限る。）には、次に掲げる事項を表示しなければならない。 イ 飼料（飼料添加物を含むものに限る。）には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
～ （略） ～ （略）
 
１ 飼料添加物の名称の表示については、法第２条第３項の規定に基づき農林水産大臣
が飼料添加物を指定する場合に、当該飼料添加物の名称として用いるものによるもの
とする。ただし、広く一般に使用されている名称を有する飼料添加物にあつては、そ


の名称をもつてこれに代えることができる。


１ 飼料添加物の名称の表示については、法第２条第３項の規定に基づき農林水産大臣
が飼料添加物を指定する場合に、当該飼料添加物の名称として用いるものによるもの
とする。ただし、次の表の左欄に掲げる飼料添加物については、同表の相当右欄に掲


げる名称によることができる。


（削る） 飼 料 添 加 物 名


名 称


Ｌアスコルビン酸


ビタミンＣ


Ｌアスコルビン酸カルシウム


ビタミンＣ


Ｌアスコルビン酸ナトリウム


ビタミンＣ


Ｌアスコルビン酸２リン酸エステ

ルナトリウムカルシウム


ビタミンＣ


Ｌアスコルビン酸２リン酸エステ

ルマグネシウム


ビタミンＣ


アセトメナフトン


ビタミンK


４

アミノ酢酸


グリシン


アミラーゼ


でんぷん分解酵素


ＤＬアラニン


アラニン


アルカリ性プロテアーゼ


たん白質分解酵素


アルギン酸ナトリウム


粘結剤


Ｌイソロイシン


イソロイシン


令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

飼 料 及 び 飼 料 添 加 物 の 成 分 規 格 等 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

飼 料 及 び 飼 料 添 加 物 の 成 分 規 格 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 五 十 一 年 農 林 省 令 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に

掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、

こ れ を 削 る 。

〇 農 林 水 産 省 令 第 六 十 四 号

飼 料 の 安 全 性 の 確 保 及 び 品 質 の 改 善 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 三 十 五 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 飼 料 及 び 飼 料 添 加 物 の 成 分 規 格 等 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め

る 。

令 和 六 年 十 二 月 二 十 五 日 農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓







エルゴカルシフェロール


ビタミンD


２

塩化コリン


コリン


塩酸ジベンゾイルチアミン


ビタミンB


１

塩酸チアミン


ビタミンB


１

塩酸Ｌヒスチジン


ヒスチジン


塩酸ピリドキシン


ビタミンB


６

塩酸Ｌリジン


リジン


エンテロコッカス


フェカーリス


乳酸菌


エンテロコッカス


フェシウム


乳酸菌


カゼインナトリウム


粘結剤


カルボキシメチルセルロースナトリウム


粘結剤


キシラナーゼ


繊維分解酵素


キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素


繊維・ペクチン分解酵素


グリセリン脂肪酸エステル


乳化剤


Ｌグルタミン酸ナトリウム


グルタミン酸ナトリウム


クロストリジウム


ブチリカム


酪酸菌


コレカルシフェロール


ビタミンD


３

酢酸dlαトコフェロール


ビタミンＥ


酸性プロテアーゼ


たん白質分解酵素


シアノコバラミン


ビタミンB


12

ジブチルヒドロキシトルエン


ＢＨＴ


硝酸チアミン


ビタミンB


１

ショ糖脂肪酸エステル


乳化剤


セルラーゼ


繊維分解酵素


セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナー

ゼ複合酵素


繊維・たん白質・ペクチン分解酵素


ソルビタン脂肪酸エステル


乳化剤


中性プロテアーゼ


たん白質分解酵素


２デアミノ２ヒドロキシメチオニ

ン


メチオニン水酸化体


２デアミノ２ヒドロキシメチオニ

ン亜鉛


メチオニン水酸化体亜鉛


２デアミノ２ヒドロキシメチオニ

ン銅


メチオニン水酸化体銅


２デアミノ２ヒドロキシメチオニ

ンマンガン


メチオニン水酸化体マンガン


ＤＬトリプトファン


トリプトファン


Ｌトリプトファン


トリプトファン


Ｌトレオニン


トレオニン


ＤＬトレオニン鉄


トレオニン鉄


ニコチン酸アミド


ニコチン酸


令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







バチルス


サブチルス


枯草菌


Ｄパントテン酸カルシウム


パントテン酸


ＤＬパントテン酸カルシウム


パントテン酸


ｄビオチン


ビオチン


ビタミンＡ粉末


ビタミンＡ


ビタミンＡ油


ビタミンＡ


ビタミンＤ粉末


ビタミンＤ


ビタミンD３油


ビタミンD


３

ビタミンＥ粉末


ビタミンＥ


ビフィドバクテリウム


サーモフィラム


ビフィズス菌


ビフィドバクテリウム


シュードロンガ


ム


ビフィズス菌


ブチルヒドロキシアニソール


ＢＨＡ


プロピレングリコール


粘結剤


ポリアクリル酸ナトリウム


粘結剤


ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エ

ステル


乳化剤


ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エ

ステル


乳化剤


ＤＬメチオニン


メチオニン


Ｌメチオニン


メチオニン


メナジオン亜硫酸水素ジメチルピリミジ

ノール


ビタミンK


３

メナジオン亜硫酸水素ナトリウム


ビタミンK


３

ムラミダーゼ


ペプチドグリカン分解酵素


ラクターゼ


乳糖分解酵素


ラクトバチルス


アシドフィルス


乳酸菌


ラクトバチルス


サリバリウス


乳酸菌


リパーゼ


脂肪分解酵素


リボフラビン


ビタミンB


２

リボフラビン酪酸エステル


ビタミンB


２

硫酸亜鉛（乾燥）


硫酸亜鉛


硫酸亜鉛（結晶）


硫酸亜鉛


硫酸コバルト（乾燥）


硫酸コバルト


硫酸コバルト（結晶）


硫酸コバルト


硫酸鉄（乾燥）


硫酸鉄


硫酸銅（乾燥）


硫酸銅


硫酸銅（結晶）


硫酸銅


硫酸ナトリウム（乾燥）


硫酸ナトリウム


硫酸マグネシウム（乾燥）


硫酸マグネシウム


硫酸マグネシウム（結晶）


硫酸マグネシウム


令
和

年


月


日
水
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日
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官
報







硫酸Ｌリジン


リジン


リン酸一水素カリウム（乾燥）


リン酸一水素カリウム


リン酸一水素ナトリウム（乾燥）


リン酸一水素ナトリウム


リン酸二水素カリウム（乾燥）


リン酸二水素カリウム


リン酸二水素ナトリウム（乾燥）


リン酸二水素ナトリウム


リン酸二水素ナトリウム（結晶）


リン酸二水素ナトリウム


２ 飼料添加物の量の表示については、次による。 ２ 飼料添加物の量の表示については、次による。
１） （略） １） （略）
２） プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウム（飼料を


製造するための原料又は材料に含有されている場合に限る。


）については、プロピオ
ン酸としての含有率を、ギ酸（飼料を製造するための原料又は材料に含有されてい


る場合に限る。


）については、ギ酸としての含有率を、フマル酸（飼料を製造するた


めの原料又は材料に含有されている場合に限る。


）については、フマル酸としての含
有率をそれぞれパーセントで表示するものとする。

２） プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムについて
は、プロピオン酸としての含有率を、ギ酸については、ギ酸としての含有率を、フ
マル酸については、フマル酸としての含有率をそれぞれパーセントで表示するもの
とする。

３）～７） （略） ３）～７） （略）
３ （略） ３ （略）

ウ （略） ウ （略）

附 則

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

農 林 畜 水 産 業 関 係 補 助 金 等 交 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

農 林 畜 水 産 業 関 係 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 三 十 一 年 農 林 省 令 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を 加 え る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 五 条 関 係 ） 別 表 （ 第 五 条 関 係 ）

補 助 金 等 の 名 称

処 分 を 制 限 す る 財 産 の 名 称 等

処 分 制 限 期 間

（ 年 ）

補 助 金 等 の 名 称

処 分 を 制 限 す る 財 産 の 名 称 等

処 分 制 限 期 間

（ 年 ）施 設 設 備 等 の

分 類

財 産 の 名 称 、

構 造 等

施 設 設 備 等 の

分 類

財 産 の 名 称 、

構 造 等

一 新 市 場 創 出 対 策 事 業 費 補 助 金 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 一 新 市 場 創 出 対 策 事 業 費 補 助 金 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

新 市 場 創 出 対 策 整 備 費 補 助 金 （ 新 設 ）

（ 略 ） （ 略 ）

農 業 水 利 施 設 保 全 管 理 推 進 交 付 金 農 業 水 利 施 設 保 全 管 理 推 進 交 付 金

国 産 農 産 物 生 産 基 盤 強 化 等 対 策 整

備 費 補 助 金

（ 新 設 ）

国 産 農 産 物 生 産 基 盤 強 化 等 対 策 事

業 費 補 助 金

国 産 農 産 物 生 産 基 盤 強 化 等 対 策 事

業 費 補 助 金

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

〇 農 林 水 産 省 令 第 六 十 五 号

補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 三 十 年 政 令 第 二 百 五 十 五 号 ） 第 十 四 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に 基 づ き 、 農 林 畜 水 産 業 関 係 補 助 金 等 交 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う

に 定 め る 。
令 和 六 年 十 二 月 二 十 五 日 農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓






